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日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
る
20

歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
人

は
、
公
的
年
金
に
加
入
し
ま
す
。

国
民
年
金
は
、
す
べ
て
の
公
的

年
金
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
す
。

日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
か

ら
60
歳
ま
で
の
人
は
、
公
的
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務

づ
け
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
入
者
は
、
職
業
な
ど
に
よ
っ

て
3
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
手
続
き

や
保
険
料
の
納
付
方
法
が
違
い
ま

す
。
結
婚
や
就
職
、
転
職
な
ど
で

加
入
す
る
グ
ル
ー
プ
が
変
わ
っ
た

と
き
は
、
2
週
間
以
内
に
手
続
き

を
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
例
え
ば
…

太
郎
さ
ん
、
花
子
さ
ん
ご
夫
婦
が
、
20
歳
か
ら
60

歳
ま
で
加
入
す
る
年
金
は
？

■
太
郎
さ
ん

20
歳
に
到
達

学
生
な
の
で
国
民
年
金
（
第
1
号
被
保
険
者
）

に
加
入

22
歳
で
就
職

会
社
員
に
な
り
厚
生
年
金（
第
2
号
被
保
険
者
）

に
加
入

45
歳
で
転
職
の
た
め
退
職

次
の
会
社
に
就
職
す
る
ま
で
は
国
民
年
金
（
第

1
号
被
保
険
者
）
に
加
入

58
歳
で
退
職

退
職
後
も
60
歳
ま
で
は
国
民
年
金
（
第
1
号
被

保
険
者
）
に
加
入

■
花
子
さ
ん

20
歳
に
到
達

20
歳
到
達
時
は
す
で
に
会
社
員
で
厚
生
年
金

（
第
2
号
被
保
険
者
）
に
加
入

29
歳
で
結
婚
・
退
職

夫
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
間
は
国
民
年
金
（
第
3

号
被
保
険
者
）
に
加
入

45
歳
で
夫
が
退
職

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
に
変
更

夫
が
再
就
職

国
民
年
金
第
3
号
被
保
険
者
に
変
更

夫
が
58
歳
で
退
職

60
歳
ま
で
は
国
民
年
金
（
第
1
号
被
保
険
者
）

に
加
入

●
国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
加

入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
希
望

す
れ
ば
65
歳
ま
で
の
間
、
任
意
加
入
で
き

ま
す
。

60
歳
ま
で
に
25
年
の
受
給
資
格
期
間
を

満
た
し
て
お
ら
ず
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
資
格
が
な
い
人
は
、
任
意
加
入
す
る
こ

と
に
よ
り
、
受
給
資
格
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
40
年
（
480
月
）

の
納
付
済
期
間
が
な
い
た
め
老
齢
基
礎
年

金
を
満
額
受
け
取
れ
な
い
場
合
は
、
受
給

額
を
満
額
も
し
く
は
満
額
に
近
づ
け
る
こ

と
も
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
宇
都
宮

西
社
会
保
険
事
務
室
又
は
保
険
課
国
保
年

金
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

宇
都
宮
西
社
会
保
険
事
務
室
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国
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金

公公
的的
年年
金金
のの
加加
入入

保険料の納付は？加入の届け出は？どんな人が？

ご自身で納付ご自身で役場へ届け出無職・自営業者等第 1 号

勤務先で納付勤務先が届出会社員・公務員等第 2 号

なし（配偶者の制度が負担）配偶者（第2号）専業主婦等第 3 号


